
首都直下地震フェーズ別対策検討項目（案） ※東京湾北部地震を例として 

 

【災害発生前】 

・首都中枢機能の確保 

・災害発生の防止、減災 

・住民啓発 

【災害発生直後】 

・消火対策 

・火災からの迅速な避難 

【救命・救助・救援期】 

・救助・救援部隊の迅速な

派遣 

・帰宅困難者等対策 

（当日～３日、１週間） 

【被災者支援期】 

・避難生活場所・仮設住宅

の迅速な設置・運営 

（１週間～１、２ヶ月） 

【復旧・復興期】 

・インフラ・ライフライン

の早期復旧 

・経済・雇用の早期回復 

・国全体としての業務継続目標の明確化 

・国民の安全、国防・外交の維持、経済の

安定、国内外への情報発信 

・職員の確保、非常用電源の確保 

・業務継続計画の PDCAサイクルの確立 

・首都圏内外の代替拠点の確保 

・国から事業者まで一貫した業務継続体制

の構築 

 

 

 

・避難地、避難路等の整備促進 

 

・地震に強いまちづくり（耐震・不燃化、

木造住宅密集地域の解消、長周期地震

動、液状化対策等） 

・石油コンビナート等危険物施設の地震対

策の強化 

 

・備蓄、防災訓練、災害教訓の伝承 

 

・迅速な避難誘導の実施 

 

 

 

 

・消防力の充実、強化 

 

・災害情報の収集・提供体

制のあり方 

・救助部隊、救助物資調達・

輸送、医療体制、交通規

制等の実効性の確保 

・治安の維持、物資の安定

供給、物価の安定等の社

会安定のための取組 

・国の応急対策活動要領の

抜本的見直し（応援計画） 

 

・ボランティアの受入のあ

り方 

・避難生活場所の確保 

・広域避難を前提とした避

難者対策の事前検討 

・応急住宅の確保方策の事

前検討 

・国の応急対策活動要領の

充実（広域避難計画など） 

・避難所の環境整備、健康

管理や心のケアの充実 

 

 

 

 

 

・経済を支えるインフラ・

ライフラインの整備 

・インフラ・ライフライン

の耐震化・老朽化対策 

・復興目標となる首都圏整

備の基本方針の明確化 

・復旧復興体制の整備 

・災害廃棄物処理の円滑化 

対策推進のための仕組みの構築 

首都中枢機能の継続に向けた対策 

 

災害応急体制の確立 

 

生産活動・経済活動の維

持、迅速な復旧・復興 

 

避難者支援 

 

帰宅困難者等対策 

 

避難対策 

 

・「むやみに移動を開始し

ない」基本原則の徹底 

・官民連携による一時滞

在施設の確保 

・帰宅困難者への支援体

制の充実 

・企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）

の充実・強化のための支援措置 

・サプライチェーンの確保 

・災害時の規制緩和の事前検討 

・インフラ・ライフラインの早期

復旧方策の検討 

首都直下地震対策協議会の活用  首都直下地震対策大綱の抜本的見直し  減災対策推進のための地震防災戦略の見直し 

 

資料１－２ 
※今後の検討を通じて 
 精査していくものである。 


